
第７６回“社会を明るくする運動”作文コンテスト
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更生保護のマスコットキャラクター 原稿用紙（１枚目、継続用紙）

　　　更生ペンギンのホゴちゃん

　　“社会を明るくする運動”はあやまって犯罪や非行におちいった人たちが地域社会で立ち

　直ることについてすべての人が理解と関心を深め、それぞれの立場で力を合わせ、犯罪や

　非行のない明るい社会を目指そうとする運動です。

　　家族・家庭、学校、地域、社会でのできごとなどを通して、犯罪や非行などについて

　自分が考えたことや感じたこと体験したことを作文にしてみましょう。　

“社会を明るくする運動”作文コンテスト実施要領

（１）対　象 ：和歌山県内の小学生及び中学生（義務教育学校、中等教育学校の前期課程、特別支

援学校の小学部及び中学部に在学する者並びに外国人学校に在学する者で小学生及び

中学生に準ずる生徒を含む）　

（2）テーマ ：“社会を明るくする運動”の趣旨を踏まえ、日常の家庭生活や学校生活の中で体験

したこと、あるいは更生保護や保護司などのボランティアの活動について聞いたり調べ

たりしたことを基に、安全・安心な明るい地域社会づくりや犯罪・非行をした人の立ち

直りについて考えたことなどを題材としたものとします。

（3）作　品 ：４００字詰め原稿用紙３～５枚程度

：応募する作文については、手書き、パソコン等で作成したものいずれも可。

（4）締　切 ：令和８年９月４日（金）

（5）応募先 ：在籍校が所在する市町村の推進委員会へ

（裏面：第76回“社会を明るくする運動”作文コンテスト作品応募先参照）

　　　＊応募作品は主催者において審査し、小中学生それぞれにおいて最優秀賞、優秀賞等各賞を選定します。

　　　＊応募作品の著作権は主催者に帰属するものとし、作品の返却はいたしません。

　　　＊受賞作品は、作品集として県内各小中学校等へ配布し、報道機関等により公表される予定です。　　

主　催：第７６回“社会を明るくする運動”和歌山県推進委員会

後　援：和歌山県、和歌山県教育委員会、和歌山県連合小学校長会、和歌山県中学校長会、

　　　　和歌山県PTA連合会、更生保護法人和歌山県更生保護協会、和歌山県保護司会連合会、

　　　　和歌山県更生保護女性連盟、和歌山県ＢＢＳ連盟、ＮＰＯ法人和歌山県就労支援事業者機構、

　　　　和歌山県教友会

お問い合わせ先：第76回“社会を明るくする運動”和歌山県推進委員会事務局(和歌山保護観察所企画調整課内）

　　　　　　　電話：０７３－４３６－２５０１　　

和歌山保護観察所


